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社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告等について 

 

平素より感染症対策業務には特段の御配慮いただき厚く御礼申し上げます。 

さて、今月に入り、特に季節性インフルエンザ、感染性胃腸炎等の感染症の流行が懸念さ

れる時期となりました。社会福祉施設等において発生した場合には、感染症等のまん延防止

のため、迅速で適切な対応が求められます。 

つきましては、厚生労働省通知（平成１７年２月２２日付け「社会福祉施設等における感

染症等発生時に係る報告について」）を送付いたしますので、再度御確認いただくともに、

感染症又は食中毒の未然防止や発生時の適切な対応をお願いします。 

 なお、感染症もしくは食中毒の発生、またはそれが疑われる下記のいずれかの状況が生じ

た場合、社会福祉施設等主管部局へ報告を求めるとともに保健所へ報告を行い指示を受ける

ように周知方よろしくお願いします。 

記 

 

１．同一の感染症若しくは食中毒による又はそれによると疑われる死亡者又は重篤患者が１

週間以内に２名以上発生した場合 

２．同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が１０名以上又は全利用者

の半分以上発生した場合 

３．通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場

合 
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